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背景・目的 

平成 22 年 4 月 30 日付厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチー

ム医療の推進について」 を踏まえ、プロトコルに基づく薬物治療管理の一環として、「院

外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル」を策定し、疑義照会を減らし、患者への薬

学的ケアの充実および処方医の負担軽減を図る。本プロトコルを適正に運用するため、プ

ロトコルの趣旨や各項目の詳細について理解いただいた上で、以下に示す「疑義照会簡素

化プロトコルの原則」を遵守していただきますようお願いします。 

 

疑義照会簡素化プロトコルの原則 

1. 運用は当院と保険薬局による「疑義照会簡素化プロトコル合意書」の締結をもって実

施されること 

2. 処方箋に「変更不可」欄のチェックやコメントが記載されている場合はその指示に従

うこと 

3. 各医薬品の適応および用法・用量を遵守し、安定性、体内動態を考慮し、利便性が向

上する変更であること 

4. 患者の服薬状況を確認し、アドヒアランス向上に向けた変更であること 

5. 患者に十分説明し同意を得た上で変更すること 

6. 患者の合意が得られない場合は、疑義照会をすること 

7. 判断に悩む場合は、拡大解釈せず疑義照会をすること 

 

プロトコルの具体例 

1. 同一成分の銘柄変更：先発品・局方品も変更可能 

・プロペト⇔白色ワセリン 

・アンヒバ坐剤⇔アルピニー坐剤 

2. 内服薬の規格変更：先発品・局方品も変更可能 

・エリキュース錠 2.5 mg 4錠⇔エリキュース錠 5mg 2錠 

・アジルバ錠 20mg 2 錠⇔アジルバ錠 40mg1錠 

3. 外用薬の用量規格変更：合計処方量が同じであること 

・アンテベート軟膏 0.05% 5g×2本⇔アンテベート軟膏 0.05% l0g×1 本 

・インドメタシンコーワパップ 70mg 5 枚入×7 袋⇔インドメタシンコーワパップ 70mg 

7 枚入×5袋 

4. 週 1回、月 1回製剤の処方日数変更：間違いが明確な場合に限る 
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・ボナロン錠 35mg 28 日分⇒ボナロン錠 35 mg 4日分 

・ボンビバ錠 100mg 56日分⇒ボンビバ錠 100mg 2日分 

5. 「食前」・「食後」の処方で添付文書上に「食直前」・「食直後」と記載があるものの用

法変更 

・グルベス配合錠 3錠/毎食前⇒グルベス配合錠 3錠/毎食直前 

・リパクレオン capl50mg 12cap/毎食後⇒リパクレオン cap 12cap/毎食直後 

6. 「隔日投与」と指示された薬が連日投与の薬と同一日数の場合の日数変更：間違いが

明確な場合に限る 

・ロスバスタチン錠 2.5mg隔日投与 28日分⇒ロスバスタチン錠 2.5mg隔日投与 14日分 

7. 貼付剤が他の薬剤の日数と異なる場合の枚数変更：間違いが明確な場合に限り減量も

増量も可 

・硝酸イソソルビドテープ 40mg 28枚⇒硝酸イソソルビドテープ 40mg 35枚 

8. 一包化調剤：患者の要望に応じ、薬学的に必要性・有用性があると判断される場合 

9. 外用薬の使用部位の記載：処方歴や患者面談上明確な場合に限る 

・モーラステープ 40mg 7 枚 1 日 1 回 7 日分⇒モーラステープ 40mg 7 枚 1 日 1 回 7

日分 貼付部位：腰 

10. 剤形変更(外用薬は除く) 

・錠⇔OD錠 

・錠剤の粉砕指示→散剤 

11. 下記の医師の了承の下で処方されている同一成分含有薬もしくは同効薬の併用：1 日、

１回最大投与量の範囲内である場合に限る。同一医師の処方である場合に限る。 

・エクメット配合錠 朝、夕＋メトホルミン 昼 

・アセトアミノフェン＋トアラセット 

・アゾセミド＋フロセミド 

12. 薬歴のある場合配合錠への変更 

13. フレーバーの変更 

 ・アミノレバン EN 配合散コーヒー味⇔アミノレバン EN配合散フルーツ味 

 

疑義照会簡易化プロトコルに関する問い合わせ先 

JA 三重厚生連 三重北医療センターいなべ総合病院：0594-72-2000（代表） 

処方内容に関すること：各診療科・処方医 

保険に関すること：医事課 

プロトコルに関すること：薬剤部 

 

当院への情報提供 

JA 三重厚生連 三重北医療センターいなべ総合病院 薬剤部 FAX ： 0594-72-8719 
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疑義照会後ならびにプロトコルによる処方変更後の報告：薬剤部 

任意書式・当院 HPよりダウンロード共に可 

 

運用開始日 

令和 4年 6月 1日 


